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４２．１０１．０１ 
 

外国の国旗の取扱い 
 
１．商標構成中に外国の国旗を想起させる図形を顕著に有する場合は、商第４条

第１項第１号の規定を適用する。 
例えば、以下に掲げる構成の商標は、英国国旗を想起させる図形を顕著に有

してなるから、外国（英国）の国旗に類似するものとして取り扱うものとする。 
 

  （例１）              （例２） 
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．色彩のみからなる商標のうち、色彩を組み合わせてなる商標で、外国の国旗

を構成する色彩及びその比率等が外国の国旗と同一又は類似と認められ、全体

として外国の国旗が想起される場合は、商第４条第１項第１号の規定を適用す

る。 
例えば、二色の色彩を組み合わせてなる商標は、以下のような二色構成からな

る外国の国旗との色彩及び比率等が類似するか否か、当該国旗を想起するか否か

を総合的に判断する。 
 
 
 
 
 



https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/12_4-1-1.pdf

